
宮ノ陣クリーンセンター清掃業務委託
仕 様 書

≪令和８～１０年度≫



１．委託場所 宮ノ陣クリーンセンター環境交流プラザ及びリサイクル棟

（環境交流プラザ竣工：平成２８年４月、リサイクル棟竣工：平成２８年４月）

２．委託期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

３．委託概要 （１） 　本委託は清掃作業要領に基づき、上記委託場所の清掃を行うものとする。

（２） 　受注者は、誠意をもって施設の美観保持に努め、善良な管理者の注意義務をもって

業務の遂行に努めなければならない。

（３） 　作業に使用する機械・器具・ワックス・薬品等は、品質変異・薬害等を起こさない優良

品を使用すること。

（４） 　発注者所有の機器類（特に管理室部分）には触れないこと。業務上やむを得ず扱う

必要がある場合は、事前に発注者の了解を得た上で、取扱いには十分注意すること。

（５） 　作業員は、受注者社名入りの統一した衣服を着用すること。

（６） 　日常清掃は施設の業務に支障をきたさないようにおこなうこと。

（７） 　ごみは指定の袋に分別して入れ、所定の場所に集めること。

（８） 　便所内の石鹸・トイレットペーパー等衛生品の有無を随時点検し、使用に不便がない

ように補充すること。

（９） 　灰皿の吸殻は毎日取り除くこと。

（１０）　自動ドアのガラスは常にきれいにしておくこと。

（１１）　施設内外の植木については適時散水すること。

（１２）　便所・洗面所の詰まり・漏水や設備等の不具合を発見したときは応急処置をすること。

ただし、受注者において対応不可能なときは発注者と協議するものとする。

（１３）　清掃に使用する機械・器具・消耗品等、及びトイレットペーパー・石鹸・石鹸液・台所

用洗剤・指定のごみ袋・汚物袋は受注者負担とする。

（１４）　従業員が通勤の為に発注者の施設の駐車場を使用する場合は、駐車使用料を負担

しなければならない。なお、使用料の金額は別途通知することとする。

（１５）　そのほか、特段の定めのない事項が生じたときは、その都度両者協議のうえ決定する

こととする。

４．契約の締結及び業務の履行にあたっての必要書類

（１） 入札金額積算内訳書の提出

　入札に際して、適切な価格での入札を促すとともに、労働社会保険諸法令遵守に基づく

必要経費等の積上げを確認するため、入札書記載金額の積算根拠として次に掲げる書面

を提出すること。

名称 提出時期 様式

入札金額積算内訳書 落札候補の連絡を受けた後、２日以内 様式 1

宮ノ陣クリーンセンター清掃業務委託仕様書



（２） 作業従事者の確認等

　契約書に基づく作業責任者を１人以上配置し、作業責任者及び業務に従事する作業員に

ついて、 履行前までに次に掲げる書面を提出すること。

名称 提出時期 様式

業務従事者名簿
履行開始日の前日まで（又は業務従事
者変更日の前日まで）

任意

（３） 賃金の支給確認等

　履行検査の一環として、日常的に役務の提供を行う労働者に係る労働社会保険諸法令の

遵守状況等を確認するため、次に掲げる書類の提出すること。

名称 提出時期 様式

業務従事者賃金支給計画書 契約締結時 （令和８年３月中まで） 様式２

業務従事者賃金支給状況報告書
契約１年目分（令和９年２月末まで）
契約２年目分（令和 10 年２月末まで）
契約３年目分（令和 11 年２月末まで）

様式３

※当該書類の提出が行われない場合には、人件費等の高騰を理由とした委託料の変更

　協議に支障が生じる。誠実かつ速やかに協議を行うため、必ず提出すること。

（４） 作業計画書、作業報告書

　作業状況を確認するため、次に掲げる書類を提出すること。

名称 提出時期 様式

年間の作業計画書 各年度の業務着手前まで 任意

月間の作業報告書 各月の業務完了後、速やかに 任意

５．暴力団排除に関する事項

　受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１） 　暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に

報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

（２） 　暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに

監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

（３） 　排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やか

に監督員と工程に関する協議を行うこと。

６．その他遵守事項

　受注者は、本業務の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、久留米市の取扱いに準じて、

障害者に対する合理的配慮の提供をしなければならない。



［様式１］ 　　年　　月　　日

　　（あて先）久留米市長
住　　　　所

報告者
商号又は名称 印　

【作成(担当)者：　　　　　連絡先℡：　　　　】

業務名

（内　　訳）

円

円

円

円

円

円

円

円 業務従事者に係る教育・訓練費用

円

円

円

円

円

円

直接業務費及び業務管理費以外の経費で受注者が企業を維持
運営していくために必要な経費

※１　入札書記載金額（契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた額）に対する内訳額を、上記項目に沿って記入してください。
※２　金額は総価又は月額のいずれかであり、入札等方法にて指定されたもので記入してください。
※３　次の事項に該当した業務費内訳書は記載内容に不備があるとみなします。
　 (1) 合計額⑭が、入札書記載金額（契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた額）と一致しないもの
　 (2) 「直接人件費その１（①）」の項目に金額の記載があるにも関わらず、「業務従事者に係る法定福利費（⑦）」に金額の記載がないもの
　 (3) 値引きと称して「△○○○，○○○円」とするなど、減額の額を計上しているもの
   (4) その他内容に疑義があるもの

その他直接業務費
（⑤）

業務従事者に係る
法 定 福 利 費

（⑦）

・業務従事者に係る社会保険の事業主負担金経費
・｢直接人件費その１（①）」の金額の記載があるにも関わらず、当
該項目に金額の計上が無いものは不可。

業
務
管
理
費

教育・訓練費
（⑧）

上記一般管理費に属さない不可利益等

一般管理費
（⑪）

その他費用
（⑫）

入札書記載金額（契約希望金額から消費税及び地方消費税相当
額を除いた額）と一致

合　　計
（⑭＝⑥＋⑩＋⑬）

直接人件費又は直接物品費に属さない直接業務費

受注者が現場業務を管理運営するために必要な直接業務費以
外の費用で、⑦から⑨以外の経費

計
（⑩＝⑦＋⑧＋⑨）

計
（⑥＝③＋④＋⑤）

一
般
管
理
費
等

その他業務管理費
（⑨）

計
（⑬＝⑪＋⑫）

入札金額積算内訳書

摘　　　　　　　　　　　　要金　　　額項　　　　目

直接物品費
（④）

・日常的に従事する業務従事者の給与(基本給、所定内手当)及
び賞与の額

業務従事者が本業務を行うのに必要な物品を消費することによっ
て発生する費用

直
接
業
務
費

直接人件費計
（③＝①＋②）

・①に掲げた業務従事者の所定外賃金（時間外手当、夜勤手当
　　等）
・臨時的に投入する業務従事者（①に掲げる者以外）に係る給与

直接人件費
その１（①）

直接人件費
その２(②)



■労働条件に係る事項　※この様式を複数枚作成するときは最初のページに記載してください。
　 就業規則・雇用契約書を基準とし記載してください。

　　ア　通常の正規労働者の１日の所定労働時間は（　　　　　　）時間/日である。

　　イ　通常の正規労働者の１週間の所定労働時間は（　　　　　　）時間/週である。

　　ウ　通常の正規労働者の１月の所定労働日数は（　　　　　　）日/月である。

合計

Ａ

労災保険対象額

社会保険の加入

雇用
保険

健康
厚生
年金

　本業務に配置する従事者の支給予定賃金等を、次の表に基づき従事者毎に記載してください。なお定期清掃等臨時の業務従事者や代替要員は除きます。

従事
者№

年　齢
区　分

従事者
区　分

所定労働時間
基本給形態

（金額）

月支給額内訳
（時給・日給は月額合計） 月支給

合計③
（①＋②）

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

給与Ａ　① 給与Ｂ　②

日 週 月
基本給 通勤手当

その他 精皆勤・家族手当

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

Ｂ

内雇用保険対象額

業務従事者賃金支給計画書

業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

ひ
と
月
の

所
定
労
働

【様式２】



■労働条件に係る事項　※この様式を複数枚作成するときは最初のページに記載してください。
　 就業規則・雇用契約書を基準とし記載してください。

　　ア　通常の正規労働者の１日の所定労働時間は（　　　　　　）時間/日である。

　　イ　通常の正規労働者の１週間の所定労働時間は（　　　　　　）時間/週である。

　　ウ　通常の正規労働者の１月の所定労働日数は（　　　　　　）日/月である。

本報告書に記載した内容は、当社の賃金台帳等に基づくものであり、実際の支給状況に相違ありません。

令和　　　年　　　月　　　　日 商号名

代表者名 印

Ｂ

内雇用保険対象額

合計

Ａ

労災保険対象額

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

40歳未満
40歳以上
65歳以上

Ａ・Ｂ・Ｃ

月給・日給・時給
（　　　　　　　）円

業務従事者賃金支給状況報告書

　本業務に配置する従事者の支給予定賃金等を、次の表に基づき従事者毎に記載してください。なお定期清掃等臨時の業務従事者や代替要員は
除きます。

業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

従事
者№

年　齢
区　分

従事者
区　分

所定労働時間
基本給形態

（金額）

月支給額内訳
（時給・日給は月額合計）

日 週 月
基本給 通勤手当

その他 精皆勤・家族手当

月支給
合計③

（①＋②）

社会保険の加入

雇用
保険

健康
厚生
年金

給与Ａ　① 給与Ｂ　②

ひ
と
月
の

所
定
労
働

【様式３】



　　清掃の実施にあたっては、容易に移動しうる備品等はすべて移動し、清掃部分の材質に合わせた清掃を

　行い、清掃終了後、移動した備品等は確実に所定の位置に戻すこと。ただし、備品によっては取り扱いに

　注意を要するものがあるので発注者の確認をとっておくこと。また、移動の際には電話線やＯＡ関係の配線

　等に注意し、清掃終了後は戸締り・火気にも十分注意すること。

（１）日常清掃
【環境交流プラザ】

階数 床材質 面　　積　 備　　　考

㎡ 週 月 年

1 ピロティ 磁器質タイル張 133.51 5回

風除室 磁器質タイル張 19.04 5回

エントランスホール、ホール
磁器質タイル張
ビニル床シート張

213.24 5回

廊下 ビニル床シート張 41.18 5回

事務室（市）、給湯スペース
ビニル床タイル張
タイルカーペット敷

132.92 5回

小会議室 タイルカーペット敷 69.09 3回

書庫 ビニルタイル張 49.71 1回

男子更衣室 ビニル床シート張 8.60 3回

女子更衣室 ビニル床シート張 8.60 3回

男子便所 ビニル床シート張 21.36 7回

女子便所 ビニル床シート張 21.72 7回

多目的便所 ビニル床シート張 6.30 7回

リサイクル展示スペース ビニル床シート張 170.02 5回

事務所 ビニル床シート張 8.78 5回

休憩室 ビニル床シート張 19.21 5回

小　　　計 923.28

2 ホール、廊下 ビニル床シート張 162.92 5回

大会議室（西側） タイルカーペット敷 150.37 3回

大会議室（東側） タイルカーペット敷 154.25 3回

備品倉庫（２） ビニルタイル張 23.88 1回

工作ルーム
ビニル床シート張
複合フローリング張

90.82 5回

キッズルーム、授乳室
ビニル床シート張
複合フローリング張

41.94 5回

倉庫（２） ビニルタイル張 9.08 1回

倉庫（４） ビニルタイル張 49.42 1回

男子便所 ビニル床シート張 21.36 7回

女子便所 ビニル床シート張 21.72 7回

多目的便所 ビニル床シート張 6.30 7回

環境啓発ロビー（全体） タイルカーペット敷 529.16 5回

小　　　計 1,261.22

3 ホール・通路 ビニル床シート張 119.90 5回

渡り廊下 ビニル床シート張 285.57 5回

小　　　計 405.47

共通 内部階段 ビニル床シート張 27.90 5回

小　　　計 27.90

1 屋外トイレ 磁器質タイル張 6.51 7回

小　　　計 6.51

2,624.38

作　　業　　要　　領

室　　　名

総　　合　　計



【リサイクル棟】

階数 床材質 面　　積　 備　　　考

㎡ 週 月 年

1 廊下１ ビニル床シート張 30.50 5回

ホール１ ビニル床シート張 30.61 5回

便所１－Ｍ 磁器質タイル張 4.37 5回

便所１－Ｗ 磁器質タイル張 5.12 5回

便所２－Ｍ 磁器質タイル張 2.32 5回

便所２－Ｗ 磁器質タイル張 3.52 5回

便所２　手洗い・通路 磁器質タイル張 9.81 5回

Ａ階段室 金コテ押え 8.92 5回

小　　　計 95.17

2 管理室 ビニル床シート張 29.82 5回

廊下２ ビニル床シート張 30.00 5回

ホール２ ビニル床シート張 34.21 5回

便所３ーＭ ビニル床シート張 15.60 5回

便所３ーＷ ビニル床シート張 13.82 5回

書庫 ビニル床シート張 12.23 1回

男子更衣室 ビニル床シート張 16.16 5回

洗濯室Ｍ ビニル床シート張 7.31 5回

脱衣・シャワー室Ｍ ビニル床シート張 9.91 5回

女子更衣室 ビニル床シート張 9.76 5回

洗濯室Ｗ ビニル床シート張 6.01 5回

脱衣・シャワー室Ｗ ビニル床シート張 4.38 5回

Ａ階段室 ビニル床シート張 25.52 5回

手選別前室 ビニル床シート張 11.90 5回

湯沸室 ビニル床シート張 6.35 5回

作業員休憩室 ビニル床シート張 61.20 5回

小　　　計 294.18

3 ホール３ ビニル床シート張 100.84 5回

見学者ホール ビニル床シート張 180.58 5回

渡り廊下 ビニル床シート張 71.51 5回

小　　　計 352.93

742.28

日常清掃　（週7・週5・週3・月1）

　　＊週7…年始（1/1～1/3）を除き、毎日行う。対象は環境交流プラザの便所、屋外トイレ。

　　　　　　　年末（12/29～12/31）の清掃対象は環境交流プラザの1F便所と屋外トイレのみ。

　　＊週5…市の業務に支障をきたさない範囲で開場日のうち週５日行う※。

　　　　　　　※環境交流プラザの閉場日は水曜日、リサイクル棟の閉場日は土曜日と日曜日。

　　　　　　　※リサイクル棟の毎月第5週は閉場日であり、清掃は行わない。

　　＊実施日については発注者との協議のうえ実施することとする。

　　＊ごみ箱・灰皿などは処理をおこない、ごみ等は袋に入れ、所定の場所に搬出する。

　　＊床面はちりやほこりをよく除去した後、モップ拭きをする。ドア・手摺・記載台等の汚れは

　　　拭きあげること。また、汚れのひどい部分は、適性洗剤により汚れを除去すること。

　　＊カーペットは掃除機をかけて、ちりやほこりを除去すること。

　　＊トイレはほうきで掃き掃除をおこなった後、モップで水拭きし、汚れがある場合は除去する。

　　＊湯沸室のステンレス流し等は清掃をすること。生ごみ用の水きり袋を用意すること。

　　＊トイレットペーパー、オストメイト用液体石鹸は必要に応じて補充すること。（受注者負担）

室　　　名

総　　合　　計



（２）定期清掃
【環境交流プラザ】

階数 数量 単位 備　　　考

週 月 年

定期清掃 2714.05㎡ 2

ガラス清掃 680.92㎡ 2

換気扇清掃 50個 2

エアコンフィルター清掃 59台 2

全熱交換器フィルター清掃 15台 2

出入口マット清掃 16枚 2

定期清掃 285.57㎡ 2

ガラス清掃 103.02㎡ 2

換気扇清掃 4個 2

エアコンフィルター清掃 7台 2

【リサイクル棟】

階数 数量 単位 備　　　考

週 月 年

定期清掃 804.82㎡ 2

ガラス清掃 182.20㎡ 2

換気扇清掃 28個 2

エアコンフィルター清掃 16台 2

全熱交換器フィルター清掃 3台 2

出入口マット清掃 12枚 2

定期清掃 71.51㎡ 2

ガラス清掃 21.12㎡ 2

換気扇清掃 1個 2

エアコンフィルター清掃 3台 2

定期清掃（年２回・月２回）

　　＊実施日については発注者との協議のうえ実施することとする。

　　＊床面のワックス塗布（年２回）

　　＊窓ガラス磨き（年２回）

☆ このほか、両施設について発注者からの指示があればその指示に従うこと。
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